栃木市人権施策推進審議会委員（公募委員）募集要項

１　目的

　　　　この要項は、栃木市人権施策推進審議会条例第３条第２項第３号に基づく、市民を公募することについて、必要な事項を定める。

２　募集人数

　　　　２名以内とする。

３　任期

２年間　（令和８年７月１日から令和１０年６月３０日まで）
４　活動内容

人権施策の推進に関する事項について、調査審議する。

（会議は年度内１～２回程度）

５　委員報酬

日額　４，０００円

６　応募資格

・満１８歳以上の市内在住で人権を尊重する社会づくりに関心のある方

・応募時において、２つ以上の審議会等の委員を兼務していないこと。

７　応募方法

　　　　応募申込書に必要事項を記入のうえ、４００字程度の作文（様式自由。人権施策について私が考えること）を添えて、直接、郵送、ＦＡＸ、メールのいずれかで人権・男女共同参画課へ提出する。

８　応募締切

令和８年６月１日（月）１７時必着。

９　周知方法

　　　　広報紙（５月号）とホームページに掲載する。

１０　選考方法

　　　別に定める栃木市人権施策推進審議会公募委員選考要領により選考する。
１１　選考結果の通知
　　　　決定後、郵送で本人あてに通知する。
